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【当社ウェブサイト】
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【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ブリッジコンサルティ
ンググループ」又は「コード」に当社証券コード「9225」を入力・検索し、「基本情報」「縦
覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」
欄よりご確認ください。）

第14回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第14回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、当社の指定する議決権行使サイ
ト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を入力されるか、本招集ご通知とあわせてお送りす
る議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、いずれかの方法により、2025年12月
22日（月曜日）午後5時00分までに到着するようご送付いただきますようお願い申しあげます。
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１．日 時 2025年12月23日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区六本木三丁目２番１号

住友不動産六本木グランドタワー　９階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room B
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第14期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第14期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

 

記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたし
ますが、当該書面は法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いておりま
す。

・ 連結計算書類の「連結注記表」
・ 計算書類の「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報
告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

◎株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますよ
うお願い申しあげます。
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「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使方法のご案内 インターネット等による議決権行使のご案内

　株主総会当日にご出席されない場合は、インター
ネット等又は書面（郵送）により議決権を事前に行使
することができます。ご検討のうえ、議決権を行使し
てくださいますよう、お願い申しあげます。

株主総会にご出席される場合
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

2025年12月23日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）

日時

書面（郵送）で議決権を行使される場合
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のう
え、切手を貼らずにご投函ください。

行使
期限

2025年12月22日（月曜日）
午後5時00分到着分まで

インターネット等で議決権を行使される場合
右記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

2025年12月22日（月曜日）
午後5時00分入力完了分まで

行使
期限

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１、２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号をご記入ください。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

2 以降は画面の
案内に従って賛否を
ご入力ください。

議決権行使書用紙に
記載のQRコードを
読み取ってください。

1

「QRコード」は株式会社デンソー
  ウェーブの登録商標です。

※

　議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パス
ワードを入力することなく、議決権行使サイトにログ
インすることができます。

QRコードを読み取る方法

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

2

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027（通話料無料／受付時間　９：00～21：00）

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの
操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

見 本
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(2024年10月 1日から
2025年 9月30日まで)
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、個人消費の増加や企業の設備投資の持ち直しなど全
体的には緩やかな回復基調が継続しております。一方で、国内の物価の高騰、国際情勢による
地政学的リスクに伴うエネルギー価格上昇や景気後退への懸念継続に加え、世界各国での政策
の転換により、不確実性が高まっています。
　また、高度化・複雑化が増すビジネス環境下において、企業の経営課題は年々増える一方、
企業を支える労働力の面では、少子高齢化という社会問題も相まって働き手が不足している状
況です。生産年齢人口は減少する一方で、働き方の多様化が進みプロフェッショナル業務のア
ウトソーシングが拡大しております。
　このような状況の中、当社グループはグループ・ビジョンである「幸せの懸け橋に～人と企
業を成長へ導く存在であり続ける～」の実現に向け、「公認会計士の経験・知見・想いを集約
し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」というコーポレートミッションを掲げ、
当社が運営する「会計士.job」のプロフェッショナル人材データベースを活用し、クライアン
ト課題に最適な人材を割り当て、「経営管理コンサルティングサービス」、「プロフェッショ
ナル人材の紹介」等、公認会計士人材の経験・知見をデータベース化・最適配分を通じて、経
営管理の課題解決を支援するプロシェアリング事業及び付帯関連事業を拡大しております。
　2025年６月には、中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構による売上高100億
円を目指して挑戦する企業・経営者を応援するプロジェクトにて100億宣言を行い、特設サイ
ト「100億企業成長ポータル」に、掲載されました。売上100億円を目指す企業を中心に全国
2,000社の企業成長を支援し、当社自身も2030年９月期で100億円を目指します。
①　公認会計士事業
　当社が運営する公認会計士等(※)のためのワーキングプラットフォーム「会計士.job」で
は登録者数が2025年９月時点で5,800名を超え、急速に変化する事業環境への対応を背景に
成長を志向する企業へのご支援を拡大しております。
　各企業ともに慢性的な人材不足の状況であり、上場準備会社からは管理体制整備のノウハ
ウやリソース不足に陥りやすく、IPO支援、リスクマネジメントサービスを中心に当社の提
供する各サービスへの問合せが増加し、支援社数も増加しております。
　各サービスへの問合せ対応や将来的な事業拡大のため採用の強化を進めております。ター
ゲット市場拡大として、上場企業向けのアカウンティングサービス（決算開示等）やリスク
マネジメントサービス（J-SOX・内部監査等）などの提供が増加しております。また、日本
国内におけるスタートアップ企業の成長とIPOならびにM&A業界のさらなる発展を目的に当
社が運営しているBridge IPO/M&A Communityにて、IPO/M&A業界の関係者との連携を
強化するため「IPO/M&A業界発展のための情報交換会2024」を開催しました。2025年９
月には登録社数1,800社を超えており、今後もHPやメールマガジンでの業界に関する情報発
信、対面での交流会やオンラインによるピッチイベントの開催など、成長を志向する企業の
支援を拡大してまいります。また、即戦力の公認会計士等に特化した人材マッチングサービ
ス「会計士プレミアム」を提供開始しました。これは、「会計士.job」のデータベースの中
から、実績・評価データ及び属性データから一定の稼働実績をもとに新たにデータベース化
することで「会計士プレミアム」内で主に上場企業の経理部門、人事部門、経営企画部門等
所属の方々が当該登録者情報の一部を閲覧できるようにしたものです。これにより、企業側
が自社のプロジェクト等への参画に適した登録者を検索の上、必要に応じて面談を行い、依

－ 4 －



頼前に判断いただくことが可能です。また登録者側も特異な経験・スキルを保有しているこ
とを企業側にアピールすることができ、案件獲得（マッチング）の機会を増やすことができ
ます。さらには、当社は2025年９月１日、東京証券取引所TOKYO PRO Marketの「J-
Adviser」資格を取得いたしました。J-Adviser業務においても、当社と「会計士.job」に登
録している全国各地の公認会計士等が連携し、当社が上場前の上場適格性の調査確認や上場
維持要件の適合状況の調査、内部管理体制の構築や上場後の適時開示などの助言・指導を行
うとともに、当社の公認会計士と「会計士.job」からアサインされた公認会計士等が連携し
て内部管理体制の構築運用や上場後の適時開示などの業務支援を行うことで、全国各地の企
業のTOKYO PRO Market上場を支援することが可能となります。全国の中堅中小企業の
TOKYO PRO Marketへの上場を支援し、中長期的な成長への懸け橋となることを目指すと
ともに、当社自身の新たな成長機会としてまいります。同じく９月に日本におけるプロマー
ケットの認知拡大・健全活用・成長支援を通じて、未上場・中堅企業の資本市場アクセスを
促進し、持続可能な経済発展に貢献することを目的に「プロマーケット活用推進協会」を設
立いたしました。東京証券取引所及び福岡証券取引所がそれぞれ運営する「プロマーケッ
ト」は、上場社数も年々増加傾向にあり、上場に至るまでのコストや開示負担を抑えつつ、
企業の信頼性向上や人材確保といった多くのメリットを有しています。プロマーケット活用
推進協会は、このプロマーケットという有効な資本市場の活用を促進し、成長企業に対して
情報提供・支援・ネットワーキングの場を提供することで、上場を「ゴール」ではなく「ス
タート」ととらえ、企業の持続的な成長と地域経済・日本経済全体の活性化に寄与すること
を目指します。

②　その他の事業
　その他の事業はHR事業であり、株式会社BridgeResourceStrategyによる人事・採用領域
に特化したコンサルティング・スキルシェアリング及び2024年10月に設立しプロフェッシ
ョナル人材紹介サービスを提供するヒューマンリソースマネジメント事業部を分社化した株
式会社Bridge Executive SearchによるCXO人材を中心とした人材紹介を行っております。

　上記を踏まえて、当連結会計年度では将来のための人材関連投資及びシステム投資を推進し
ております。
　以上の結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高2,239,359千円（前期比11.0％増）、
営業利益202,618千円（前期比12.4％減）、経常利益204,628千円（前期比11.6％減）、親
会社株主に帰属する当期純利益147,560千円（前期比13.1％減）となりました。
　※　公認会計士等：公認会計士（試験合格者含む）や米国公認会計士（試験合格者含む）他

② 設備投資の状況
　当連結会計年度において総額852千円の設備投資を実施しました。設備投資の主なものは、
パソコン等の購入であります。
　なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却はありません。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度において金融機関から短期借入金29,000千円の資金調達を行っておりま
す。
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区 分 第 11 期
(2022年９月期)

第 12 期
(2023年９月期)

第 13 期
(2024年９月期)

第 14 期
(当連結会計年度)
(2025年９月期)

売 上 高 (千円) － － 2,017,730 2,239,359

経 常 利 益 (千円) － － 231,350 204,628
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 (千円) － － 169,877 147,560

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) － － 83.75 72.55

総 資 産 (千円) － － 1,476,102 1,533,068

純 資 産 (千円) － － 1,061,121 1,147,511

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) － － 518.36 574.13

区 分 第 11 期
(2022年９月期)

第 12 期
(2023年９月期)

第 13 期
(2024年９月期)

第 14 期
(当事業年度)

(2025年９月期)

売 上 高 (千円) 1,270,624 1,654,667 2,009,268 2,112,262

経 常 利 益 (千円) 95,708 151,550 230,014 190,824

当 期 純 利 益 (千円) 64,627 102,879 168,994 134,911

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 37.62 53.43 83.32 66.33

総 資 産 (千円) 869,819 1,246,265 1,468,837 1,484,223

純 資 産 (千円) 621,889 886,804 1,058,017 1,133,463

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 356.02 440.19 517.93 567.36

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
　①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. 第13期より連結計算書類を作成しているため、第12期以前の財産及び損益の状況については記載し
ておりません。

２. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。
３. 1株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。

　②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。
２. 1株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づいて算出しております。
３. 2022年３月７日付で普通株式１株につき300株の株式分割を行っておりますが、第11期の期首に当

該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産及び１株当たり当期純利益を算定しておりま
す。

会社名 資本金 当社の
議決権比率

主要な
事業内容

株式会社BridgeResourceStrategy 10,000千円 80.0％ 人事・採用支援

株式会社Bridge Executive Search 20,000千円 100.0％ 人材紹介サービス

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
　①親会社の状況
　　該当事項はありません。

　②重要な子会社の状況
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(4) 対処すべき課題
中長期的な会社の経営戦略の実現を果たすため、当社グループは以下の課題に取り組んでまい

ります。
①　社内人材の採用・確保及び育成について

当社は、今後も増加を見込むクライアントからの需要に応え、稼働するパートナー会計士をマ
ネジメントする社内コンサルタントが必要であることやサービス提供商品の拡大を進めるため
に、優秀な人材の採用・確保及び育成が重要であると考えております。しかしながら、コンサル
ティング業界における人材の争奪により、優秀な人材の採用・確保及び育成が計画通りに進まな
い場合や、優秀な人材の社外流出が生じた場合には、競争力の低下や事業規模拡大の制約、クラ
イアントに提供するサービスレベルの低下をもたらし、当社の財政状態及び経営成績に影響を及
ぼす可能性があります。

今後も採用市場の変化を捉えながら採用手法の多様化を進めることで候補者との接点拡大を図
ると同時に、社内人材に対する研修等によるナレッジの共有を行うことで育成機会の多様化・均
等化を図ってまいります。

②　会計士.job会員数の増加について
当社は、今後の事業展開のため、「会計士.job」の会員数増加により、一層のパートナー会計

士の確保が重要であると考えております。しかしながら、会員数の増加が計画通りに進まず受注
案件に対して適切なパートナー会計士をアサインできない場合には、競争力の低下や事業規模拡
大の制約、クライアントに提供するサービスレベルの低下をもたらし、当社の財政状態及び経営
成績に影響を及ぼす可能性があります。

各企業へ提供するサービスや支援内容を整備・拡充することによりパートナー会計士の活躍の
場を広げるとともに「会計士.job」の認知度向上や価値向上を進めることで受注案件の増加に連
れて会員数が伸びる体制の実現をしております。

③　情報セキュリティリスクについて
当社のプロシェアリングの提供にあたり、クライアントの機密情報や個人情報を有することが

あります。不測の事態により、これらの情報が外部に漏洩した場合には、当社の社会的信用に重
大な影響を与え、対応費用を含め当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま
す。

当社の役員及び従業員に対して、研修を行うことで守秘義務の遵守、機密情報や個人情報の情
報管理の徹底を行っております。また、個人情報の適切な取扱いを整備する一環としてプライバ
シーマークの認証を取得し運用を行っております。パートナー会計士に対してはアクセス権の範
囲を限定するとともに、業務委託契約書において秘密情報や個人情報の取扱いに関する条項を盛
り込み、さらに案件開始時の業務ガイダンスの説明の際に再度説明を行っております。

④　法規制について
当社は、事業を行う上で労働基準法（その他労務管理に関わる法令等を含む）、下請法、個人

情報保護法、公認会計士法など様々な法的規制を受けております。また、人材紹介サービスにお
いて「職業安定法」の法的規制を受けております。当社では、人材紹介サービスを提供するに当
たって、「職業安定法」第32条の４の定めに基づき厚生労働大臣より「有料職業紹介事業」の
許可を受けております。現時点において、これらに抵触する事実はないものと認識しております
が、今後運用の不備等により法令義務違反が発生した場合、もしくは新たな法令の制定や既存法
令における規制強化等がなされ、当社の事業が制約を受ける場合 、当社の主要な事業活動全体
に支障をきたす可能性があり、当社の事業運営及び業績に重大な影響を与える可能性がありま
す。
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各種法令遵守のため、社外の弁護士や社会保険労務士、税理士などの専門家とのコミュニケー
ションを定期的に行うことで法的規制の変更点等のアップデートを行い、リスクマネジメント・
コンプライアンス委員会等を通じて社内で共有しております。

(5) 主要な事業内容（2025年9月30日現在）
　当社グループは、公認会計士事業及びHR事業を行っておりますが、各事業の内容は以下のと
おりであります。
① 公認会計士事業

公認会計士等に特化したプロシェアリング事業を行っております。
② HR事業

採用領域に特化した実務コンサルティング、スキルシェアリング事業及びプロフェッショナ
ル人材紹介サービスを行っております。

東 京 本 社 東京都港区

大 阪 事 務 所 大阪府大阪市

名 古 屋 事 務 所 愛知県名古屋市

広 島 事 務 所 広島県広島市

福 岡 事 務 所 福岡県福岡市

株 式 会 社
B r i d g e R e s o u r c e S t r a t e g y 東京都港区

株 式 会 社
Br idge  Execu t i ve  Sea rch 東京都港区

(6) 主要な営業所及び工場（2025年9月30日現在）
　①　当社

　②　子会社

事業区分 使用人数 前連結会計年度末比増減
公認会計士事業 66（－）名 10名増（－）
H　R　事　業 ６（－）名 １名減（－）

合　計 72（－）名 ９名増（－）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

66名 ４名増 38.6歳 3.0年

(7) 使用人の状況（2025年9月30日現在）
　①企業集団の使用人の状況　　　　72名

（注）１. 上記は就業人員数であり、臨時従業員は含んでおりません。
　　　２．臨時従業員数は、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

　②当社の使用人の状況

（注）上記は就業人員数であり、臨時従業員は含んでおりません。
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借 入 先 借 入 額

楽 天 銀 行 株 式 会 社 55,500千円

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 9,000

(8) 主要な借入先の状況（2025年９月30日現在）

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はございません。
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(1) 発行可能株式総数 6,800,000株
(2) 発行済株式の総数 2,065,000株（自己株式67,200株を含む）
(3) 株主数 674名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

宮 崎 　 良 一 524,000株 26.23％

G O O D  O N E  P A R T N E R E S 合 同 会 社 399,600 20.00

W M グ ロ ー ス ４ 号 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 192,700 9.65

株 式 会 社 プ ロ ネ ク サ ス 172,500 8.63
I N T E R A C T I V E  B R O K E R S  L L C
( 常 任 代 理 人 　 イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ・
ブ ロ ー カ ー ズ 証 券 株 式 会 社 )

72,900 3.65

パ ー ソ ル テ ン プ ス タ ッ フ 株 式 会 社 69,600 3.48

光 通 信 K K 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 36,500 1.83

稲 岡 　 賢 35,100 1.76

田 中 　 智 行 34,200 1.71

伊 東 　 心 27,300 1.37

２. 株式の状況（2025年9月30日現在）

(4) 大株主

（注）１．当社は、自己株式67,200株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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第１回新株予約権 第４回新株予約権
発行決議日 2018年１月５日 2019年12月19日
新株予約権の数（個） 3 40
新株予約権の目的となる株式の種類
と数（株） 普通株式　900 普通株式　12,000

新株予約権の払込金額（円） 新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額（円） 67 250

権利行使期間 2020年１月６日から
2027年12月５日まで

2021年12月20日から
2029年11月19日まで

行使の条件 （注）２ （注）２

役 員 の
保有状況
（ 名 ）

取 締 役
（監査等委
員を除く）

取 締 役
（社外取締
役を除く）

１ 2

社外取締役 － －
取締役（監査等委員） － －

第５回新株予約権
発行決議日 2020年９月29日
新株予約権の数（個） 223
新株予約権の目的となる株式の
種類と数（株） 普通株式　66,900

新株予約権の払込金額（円） 新株予約権と引換えに
払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して出資
される財産の価額（円） 250

権利行使期間 2022年９月30日から
2030年８月29日まで

行使の条件 （注）２

役 員 の
保有状況
（ 名 ）

取 締 役
（監査等委
員を除く）

取 締 役
（社外取締
役を除く）

3

社外取締役 －
取締役（監査等委員） ３

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

（注）１. 2022年３月７日付で普通株式１株につき300株の株式分割を行っております。これにより「行使価
額」及び「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。

２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当会社の取締役、監査役又は従業員たる地位
を保有していることとしております。ただし、取締役会の承認を得た場合はこの限りではございませ
ん。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
　該当事項はございません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 宮 崎 良 一

取 締 役 田 中 智 行 マネジメント事業本部本部長兼リスクマネジメント
事業部部長

取 締 役 伊 東 　 心 コーポレート戦略本部本部長兼ITメディア統括部部
長

取 締 役 徳 永 康 雄 WMパートナーズ株式会社代表取締役社長

取締役 (監査等委員 ) 大 友 　 潤

取締役 (監査等委員 ) 山 田 琴 江

取締役 (監査等委員 ) 土 谷 祐 三 郎

４. 会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2025年９月30日現在）

（注）１. 取締役徳永康雄、取締役(監査等委員)大友潤、山田琴江及び土谷祐三郎は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員)山田琴江は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

３. 常勤の取締役(監査等委員)を置いておりませんが、相当程度の時間を職務に割いており、監査等委員
である取締役としての職務を遂行しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社は社外取締役徳永康雄、大友潤、山田琴江及び土谷祐三郎との間で、会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関
して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損
害を当該保険契約により補填することとしており、被保険者の保険料を当社が全額負担しており
ます。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害
は補填されないなど、一定の免責事由があります。
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(4) 取締役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は2021年12月15日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定
方針を決議しております。
1) 基本方針

当社取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上に資
することを目的とし、各人の職責、在任年数、業績貢献及び当社の業績等を踏まえた適正
な水準とすることを基本方針とする。なお、社外取締役の報酬は、職務の独立性を勘案し
て、金銭による固定報酬のみとする。
2) 個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

取締役（監査等委員であるものを除く。）の基本報酬は、基本方針を踏まえた金銭によ
る月例の固定報酬とし、他社水準、従業員の給与水準等を総合的に勘案して決定する。ま
た賞与について、当社の単年度の業績等に応じて一定時期に支給することがあるものとす
る。
3) 固定報酬及び業績連動報酬等の額の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方

針
現在、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等は、月例の固定報酬及び賞与

ではあるが、今後の当社の事業拡大及び成長フェーズを鑑み、業績連動報酬及び非金銭報
酬の導入を検討する。

4) 個人別の報酬等の内容に関する決定
個人別の報酬額については、取締役会決議による。当該報酬額案の妥当性については、
社外取締役の助言を得たうえで、当該報酬案を取締役会に上程するものとする。
なお、「②　当事業年度に係る報酬等の総額等」記載の報酬決定に関する決定は以下となり

ます。
当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）の役員報酬等に関する株主総会の決議年月

日は2023年12月21日であります。決議の内容は、年間報酬総額の上限を、取締役（監査等
委員であるものを除く。）は年1億円以内（決議時点で取締役(監査等委員であるものを除
く。)4名）とするものであります。監査等委員である取締役の役員報酬等に関する株主総会の
決議年月日は2022年12月21日であります。決議の内容は、年間報酬総額の上限を、監査等
委員である取締役は年2,000万円以内（決議時点で監査等委員である取締役3名）とするもの
であります。株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役（監査等委員であるも
のを除く。）の個別報酬については2023年12月21日の取締役会にて、監査等委員である取
締役については2023年12月21日の監査等委員会にて、株主総会で決議された報酬総額の範
囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して決定しているものであり、当事
業年度にかかる個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断し決定し
ております。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

対象となる
役員の員数固 定 報 酬 賞 与 左記のうち、

非金銭報酬等

取 締 役
(監査等委員を除く)
(うち社外取締役 )

55,200千円
(1,200）

55,200千円
(1,200）

－千円
（－）

－千円
（－）

４名
（１）

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )
(うち社外取締役 )

11,760
(11,760）

11,760
(11,760）

－
（－）

－
（－）

３
（３）

合 計
(うち社外役員)

66,960
(12,960）

66,960
(12,960）

－
（－）

－
（－）

７
（４）

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 徳 永 康 雄
当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席いたしました。
出席した取締役会において、他社で長年経営に携わった豊富な経験と幅広
い見識に基づき経営全般の観点から適宜発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 大 友 　 潤

当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回に、また監査等委員会
15回の全てに出席いたしました。
出席した取締役会及び監査等委員会において、他社で長年経営に携わった
豊富な経験と幅広い見識に基づき経営全般の観点から適宜発言を行ってお
ります。

取締役
(監査等委員) 山 田 琴 江

当事業年度に開催された取締役会18回の全て及び監査等委員会15回の全て
に出席いたしました。
出席した取締役会において、公認会計士としての専門的見地から、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、監査等委員会において、当社の経営管理システム及び内部監査につ
いて適宜発言を行っております。

取締役
(監査等委員) 土 谷 祐 三 郎

当事業年度に開催された取締役会18回の全て及び監査等委員会15回の全て
に出席いたしました。
出席した取締役会及び監査等委員会において、他社で長年経営に携わった
豊富な経験と幅広い見識に基づき経営全般の観点から適宜発言を行ってお
ります。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

監査等委員ではない社外取締役徳永康雄氏は、WMパートナーズ株式会社の代表取締役社長
であります。WMパートナーズ株式会社に対して当社は経営管理コンサルティングサービスを
提供しております。

② 当事業年度における主な活動状況
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区　分 監査証明業務に基づく報酬 非監査証明業務に基づく報酬

当 社 15,660千円 －千円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 あかり監査法人

　（注）当社の会計監査人でありましたPwC Japan有限責任監査法人は、2024年12月25日開催の第13回
定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠
などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同
意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はございません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場
合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当
該議案を株主総会に提出いたします。
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はございません。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は2024年４月18日開催の取締役会において、以下のとおり「内部統制システムの基本方
針」を決議しております。当社は、この方針に基づいて業務の適正を確保するための体制を整
備・運用しております。
① 当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制
ａ　当社は、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督機能を強化し、
経営判断の透明性、公正性を確保する。取締役会は、法令、定款、取締役会決議及び社内規程
に則して重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。
ｂ　当社は、当社及びグループ会社の健全な事業活動を推進するための組織としてリスクマネ
ジメント・コンプライアンス委員会を設置し、審議・報告した内容のうち重要と判断したもの
は取締役会に報告する。
ｃ　当社及びグループ会社の内部監査が実効的に行われることを確保するための体制を規定に
定め、高い専門性及び倫理観を有する監査担当者による監査を実施する。
ｄ　当社は、当社及び当社グループの法令違反、社内規程違反等、企業倫理に関する相談窓口
を社内及び社外に設置し、法令遵守の徹底及び倫理観の醸成・向上を図る。
ｅ　リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を開催し、当社及びグループ会社における
企業倫理に対する取り組みを推進する。
ｆ　当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一
切の関係を持たず、いかなる利益供与も行わない。

② 当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ　当社及びグループ会社の危機管理等、リスクマネジメントに関する基本的事項を決定する
とともに、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会にて事業活動を取り巻く様々なリス
クの評価・見直しを図り、適宜対策を講じる。
ｂ　当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会より報告される重要リスクへの対
策、危機管理等について、その運用が有効に行われているかを取締役会にて監督する。
ｃ　当社及びグループ会社は、危機が発生した場合に危機対策本部等を設置する等、迅速かつ
適切な対応を行い、被害最小化を図るとともに、当社は社外への適時適切な発信を実施する。

③ 当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ　取締役会規程に基づき、また重要案件が生じた場合は必要に応じて取締役会を開催し、法
令又は定款で定められた事項及び経営方針その他経営に関する重要事項を決定する。
ｂ　組織、職制、指揮命令系統及び業務分掌を定めた組織規程、業務分掌規程並びに決裁制度
の運用に関する基本的事項を定めた決裁権限規程に基づき、職務執行上の責任体制を確立する
ことにより、経営環境の変化に対応した職務の効率的な執行を図る。
ｃ　当社は、グループ会社に対し、当社の体制を参考として又はグループ会社の組織に応じ
て、取締役等の職務の執行が効率的に行われるために必要な体制を構築させる。

④ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ　取締役会規程、情報システム管理規程等の情報管理に関する社内規程に従い、取締役の職
務の執行に係る情報を適正に保存及び管理する。
ｂ　適正な情報利用及び管理を目的とした情報セキュリティ体制を構築する。
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⑤ グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ａ　グループ会社経営全般に関して当社とグループ会社との間で定期的にミーティングを開催
し重要な情報を共有する。
ｂ　グループ会社の管理に関する規程に基づき、グループ会社の重要な業務執行について当社
が承認を行う、又は報告を受けることとする。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締
役からの独立性に関する事項及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人選、異動、処遇の変更においては監
査等委員会の同意を得ることとする。
b　監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指揮命令権限は、監査等委員会に帰属す
るものとする。

⑦ 監査等委員会への報告に関する体制
ａ　当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、法定事項のほか当社及びグループ会社の経
営・業績に影響を及ぼす重要な事項や内部監査の活動概要を監査等委員会に適時報告する。
ｂ　内部通報制度による通報状況及びその内容を遅滞なく監査等委員会に報告する体制を整備
し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう対応する。
ｃ　当社及びグループ会社の取締役・使用人等は、監査等委員会から業務執行に関する事項及
びその他重要な事項について報告を求められたときは、速やかにかつ適正に対応する。

⑧ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこ
とを確保するための体制
当社及びグループ会社の取締役・使用人等が、監査等委員に報告を行ったことを理由とし
て、不利益な取扱いを受けないこととし、適正に対応する。

⑨ 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
ａ　監査等委員会の職務の執行上必要と認められる費用について予算化し、その前払い等の請
求があるときは当該請求が適正でない場合を除き、速やかにこれに応じることとする。
ｂ　監査等委員による緊急又は臨時に支出した費用については、事後の償還請求に応じる。

⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ　監査等委員会が決定した監査基準及び監査実施計画を尊重し、円滑な監査の実施及び監査
環境の整備に協力する。
ｂ　監査等委員会と社長との意見交換を適宜実施し、監査が実効的に行われるための連携を保
つよう努める。
ｃ　当社の監査担当者・会計監査人は、監査等委員会と十分な連携を図る。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① コンプライアンスに関する取組みの状況

当社は、企業が永続的に存立していくには、コンプライアンスの徹底が必要かつ不可欠であ
ると認識しており、コンプライアンスの実践を経営の最重要課題の一つとし、その取り組みの
実効性の維持向上に努めることを、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」で制定し
ております。「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、代表取締役を委員長
とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し協議のうえ、各部門に対しコン
プライアンス上必要な措置を指示しております。また、事業運営につき疑問・問題点が生じた
場合や新規事業を始める際には、顧問弁護士事務所と連携し、法令上の問題点の早期把握と解
決に努めております。さらに、事業に関連する法令等の改廃動向については、常に情報収集を
行っております。

② リスクマネジメントに関する取組みの状況
当社は、経営上起こり得る種々のリスクに対処するため、「リスクマネジメント・コンプラ
イアンス規程」を制定し、全社的なリスク管理を行っております。「リスクマネジメント・コ
ンプライアンス規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を四半期に１
回開催し、リスクのモニタリング及びモニタリング結果に基づく対応策等につき協議・検討
し、リスクのモニタリング、評価、分析結果は協議・決定事項、進捗状況については必要に応
じて取締役会に報告しております。

③ 職務執行の適正性及び効率的に行われていることに関する取組みの状況
当社の取締役会は、７名（４名の監査等委員でない取締役(うち社外取締役１名)及び３名の

監査等委員である取締役(うち社外取締役３名)）で構成されております。取締役会は、法令、
定款及び株主総会決議に基づき、決裁権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程等の会社運
営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。
定例取締役会が毎月１回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事
項を決定しております。取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしてお
り、これをもとに、取締役会は取締役の職務執行を監督しております。
また、代表取締役、常勤取締役及び執行役員で構成する経営会議を、原則として月１回開催
しております。職務権限上の決裁を行うことに加え、各部門の業績報告等、業務執行に関する
情報を共有するとともに、会社としての課題及び解決について認識を共有することで業務執行
の迅速化を図っております。

④ 監査等委員会の監査の実効性を確保するための取組みの状況
当社の監査等委員会は原則として取締役会の開催に合わせて毎月１回監査等委員会を開催す

るほか、必要に応じて臨時監査等委員会を適宜開催して監査内容の共有を図るとともに、内部
監査担当者及び会計監査人と定期的な会合等を通じて緊密な連携を図ることにより、監査に必
要な情報を収集しております。また、監査等委員は取締役会への出席及び経営会議等への陪席
を通じて、取締役の職務執行を監督するとともに、適宜必要な意見を述べております。さらに
は、監査等委員会は代表取締役との定期的な意見交換の機会を持ち、監査を通じて気付いた問
題点について報告すると同時に、代表取締役からは、定例的に経営方針、最近の経営上の課
題、問題点及び所信等をヒアリングすることにより、当社の適正な成長に資するべく、意見交
換を行っております。
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７. 会社の支配に関する基本方針
　当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収への対応方針」につきましては、特に定めて
おりません。

８. 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、事業の成長・拡大による企業価値の向上を最重要課題として認識するとともに、株主の
皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。利益配分につきましては、
今後の成長・拡大戦略に備えた内部留保の充実等を総合的に勘案した上で業績の動向を踏まえた配
当を検討していく方針であります。当事業年度の配当につきましては、事業拡大のための成長投資
に充当することを優先し無配としております。今後の配当実施の可能性、実施時期については現時
点で未定であります。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

敷 金

　

1,413,232

1,061,305

273,881

8,198

32,610

44,979

△7,741

119,836

4,382

3,299

1,082

115,453

64,749

32,700

18,003

　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 348,057

買 掛 金 97,332
短 期 借 入 金 9,000
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 18,000

未 払 金 31,287

未 払 費 用 48,915

未 払 法 人 税 等 34,259

契 約 負 債 8,499

預 り 金 30,802

賞 与 引 当 金 50,686

そ の 他 19,273

固 定 負 債 37,500

長 期 借 入 金 37,500

負 債 合 計 385,557
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,146,996
資 本 金 182,583
資 本 剰 余 金 347,072
利 益 剰 余 金 677,027
自 己 株 式 △59,687

非 支 配 株 主 持 分 515

純 資 産 合 計 1,147,511
資 産 合 計 1,533,068 負 債 純 資 産 合 計 1,533,068

連 結 貸 借 対 照 表
（2025年9月30日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年10月1日から2025年9月30日まで )
科 目 金 額

売 上 高 2,239,359

売 上 原 価 1,039,498

売 上 総 利 益 1,199,861

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 997,243

営 業 利 益 202,618

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,568

受 取 手 数 料 918

消 費 税 差 額 1,290

そ の 他 512 4,289

営 業 外 費 用

支 払 利 息 822

投 資 事 業 組 合 運 用 損 861

自 己 株 式 取 得 費 用 594

そ の 他 1 2,279

経 常 利 益 204,628

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 204,628

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 60,270

法 人 税 等 調 整 額 △1,497 58,773

当 期 純 利 益 145,854

非支配株主に帰属する当期純損失（△） △1,705

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 147,560

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年10月1日から2025年9月30日まで )
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 182,583 347,072 529,467 △222 1,058,900

当連結会計年度変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 147,560 147,560

自 己 株 式 の 取 得 △59,465 △59,465

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － － 147,560 △59,465 88,095

当連結会計年度末残高 182,583 347,072 677,027 △59,687 1,146,996

非支配株主持分 純資産合計

当連結会計年度期首残高 2,220 1,061,121

当連結会計年度変動額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 147,560

自 己 株 式 の 取 得 △59,465

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 ) △1,705 △1,705

当連結会計年度変動額合計 △1,705 86,389

当連結会計年度末残高 515 1,147,511

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
敷 金

　

1,343,151
1,013,109
253,208
8,198
32,035
44,341
△7,741

141,072
4,257
3,299
958

136,814
22,060
64,749
32,000
18,003

　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 313,260

買 掛 金 91,543
短 期 借 入 金 9,000
１ 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金 18,000

未 払 金 25,815
未 払 費 用 47,350
未 払 法 人 税 等 25,091
契 約 負 債 8,499
預 り 金 29,153
賞 与 引 当 金 46,500
そ の 他 12,307

固 定 負 債 37,500
長 期 借 入 金 37,500

負 債 合 計 350,760
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 1,133,463
資 本 金 182,583
資 本 剰 余 金 347,072
資 本 準 備 金 347,072

利 益 剰 余 金 663,494
そ の 他 利 益 剰 余 金 663,494
繰 越 利 益 剰 余 金 663,494

自 己 株 式 △59,687
純 資 産 合 計 1,133,463

資 産 合 計 1,484,223 負 債 純 資 産 合 計 1,484,223

貸　借　対　照　表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年10月１日から2025年９月30日まで)
科 目 金 額

売 上 高 2,112,262

売 上 原 価 1,004,984

売 上 総 利 益 1,107,278

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 917,115

営 業 利 益 190,163

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,512

受 取 手 数 料 918

そ の 他 509 2,940

営 業 外 費 用

支 払 利 息 822

投 資 事 業 組 合 運 用 損 861

自 己 株 式 取 得 費 用 594

そ の 他 1 2,279

経 常 利 益 190,824

特 別 損 失

子 会 社 株 式 評 価 損 5,939 5,939

税 引 前 当 期 純 利 益 184,884

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 51,058

法 人 税 等 調 整 額 △1,084 49,973

当 期 純 利 益 134,911

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年10月１日から2025年９月30日まで)
株 主 資 本

純 資 産
合 計資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 資本剰余金

合 計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合 計繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 182,583 347,072 347,072 528,583 528,583 △222 1,058,017 1,058,017

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 134,911 134,911 134,911 134,911

自己株式の取得 △59,465 △59,465 △59,465

当 期 変 動 額 合 計 － － － 134,911 134,911 △59,465 75,445 75,445

当 期 末 残 高 182,583 347,072 347,072 663,494 663,494 △59,687 1,133,463 1,133,463

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 　 啓
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 進 藤 雄 士

独立監査人の監査報告書
2025年11月19日

ブリッジコンサルティンググループ株式会社
取締役会　御中

あかり監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ブリッジコンサルティンググループ株式会社の
2024年10月1日から2025年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ブリッジコンサルティンググループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　　上

－ 27 －



指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 　 啓
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 進 藤 雄 士

独立監査人の監査報告書
2025年11月19日

ブリッジコンサルティンググループ株式会社
取締役会　御中

あかり監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ブリッジコンサルティンググループ株式会
社の2024年10月１日から2025年９月30日までの第１４期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第14期事業年度における取締役の職
務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも
に、下記の方法で監査を実施しました。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制担当者等と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しま
した。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人あかり監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人あかり監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監査等委員 山 田 琴 江 ㊞
監査等委員 大 友 　 潤 ㊞
監査等委員 土 谷 祐 三 郎 ㊞

2025年11月20日
ブリッジコンサルティンググループ株式会社　監査等委員会

　

（注）監査等委員山田琴江、大友潤及び土谷祐三郎は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める
社外取締役であります。

監査等委員会の監査報告

以　上
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候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

【再任】
みや
宮

 

　
ざき
崎

 

　
りょう
良

 

　
いち
一

(1983年１月23日生)

    2006年    12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマ
ツ）入所

    2011年    10月 当社代表取締役就任（現任）
    2016年    1 月 株式会社Casa監査役就任（現任）

524,000株

【取締役候補者とした理由】
宮崎良一氏は業界に対する豊富な経験と見識に基づき、当社代表取締役として強いリーダーシップを
発揮して経営の指揮を執り企業価値の向上に貢献してきたことから、今後も当社の事業拡大及び経営
全般に対する適切な役割の遂行が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。

２

【再任】
た
田

 

　
なか
中

 

　
とも
智

 

　
ゆき
行

(1980年１月26日生)

    2004年    12月 中央青山監査法人（のち、みすず監査法人）入
所

    2008年    1 月 株式会社オーナーズブレイン入社
    2009年    7 月 有限責任監査法人トーマツ入所
    2015年    9 月 当社入社
    2017年    4 月 当社執行役員リスクマネジメント事業部部長就

任
    2022年    6 月 ブティックス株式会社取締役（監査等委員）就

任（現任）
    2023年    12月 当社取締役マネジメント事業本部本部長兼リス

クマネジメント事業部部長就任
2025年10月 当社取締役コンサルティング事業本部本部長就

任（現任）

34,200株

【取締役候補者とした理由】
田中智行氏は2015年入社以降、リスクマネジメント事業部で当社の営業戦略において重要な経営判断
及び意思決定を適切に行ってまいりました。現在は取締役コンサルティング事業本部長として当社の
経営に携わり、当社の営業活動の更なる推進・強化への寄与が期待できるため、引き続き取締役候補
者といたしました。

3

【再任】
い
伊

 

　
とう
東

 

　
 

　
しん
心

(1985年８月17日生)

    2006年    12月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法
人）入所

    2014年    9 月 シリコンスタジオ株式会社入社
    2017年    1 月 当社入社
    2018年    12月 当社執行役員IPO支援事業部長就任
    2022年    12月 当社取締役コーポレート戦略部部長兼ITメディア

統括部部長就任
2025年10月 当社取締役コーポレート戦略本部本部長就任

（現任）

27,300株

【取締役候補者とした理由】
伊東心氏は2017年入社以降、IPO支援事業部やコーポレート戦略本部などで当社の事業戦略において
重要な経営判断及び意思決定を適切に行ってまいりました。現在は取締役コーポレート戦略本部本部
長として当社の経営に携わり、当社の事業戦略、コーポレート・ガバナンス、IT戦略の更なる推進・
強化への寄与が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了と
なります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いするもの
であります。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ
氏

 

　
り
　

 

　
が
　

 

　
な
名

（生 年 月 日）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る
当社の株式数

４

【再任】
とく
徳

 

　
なが
永

 

　
やす
康

 

　
お
雄

(1980年６月24日生)

    2003年    4 月 日本アジア投資株式会社入社
    2013年    12月 WMパートナーズ株式会社取締役社長就任
    2018年    7 月 WMパートナーズ株式会社代表取締役社長就任

（現任）
    2021年    12月 当社取締役就任（現任）

（重要な兼職の状況）
WMパートナーズ株式会社　代表取締役社長

－株

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
徳永康雄氏は他社での企業経営者として培った経験と高い見識を有していることから、当社の経営の
重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガ
バナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしまし
た。

５

【新任】
いな

稲
 

　
おか

岡
 

　
 

　
さとし

賢
(1978年６月８日生)

2001年    4 月 株式会社TKC入社
2007年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマ

ツ）入所
2015年12月 当社入社
2017年    4 月 当社執行役員FAS事業部部長就任
2019年    4 月 株式会社アルプロン監査役就任（現任）
2025年10月 当社執行役員プロフェッショナルプラットフォ

ーム事業本部本部長就任（現任）

35,100株

【取締役候補者とした理由】
稲岡賢氏は2015年入社以降、FAS/IPOを中心とする部署の責任者や投資の責任者として当社の営業戦
略や新規事業開発で重要な経営判断及び意思決定を行ってまいりました。当社の経営戦略の立案及び
戦術の実行において重要な役割を果たしていることから、取締役候補者といたしました。

（注)１. 徳永康雄氏はWMパートナーズ株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社に経営管理コンサルテ
ィングサービスを提供しております。その他の候補者と当社の間には、特別の利害関係はありませ
ん。

２. 徳永康雄氏は、社外取締役候補者であります。
３. 徳永康雄氏は、現在当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもって４年と

なります。
４. 当社は、徳永康雄氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠

償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425
条第１項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を
継続する予定であります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしてお
ります（ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害な
どの場合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１

【再任】
おおとも

大友　
じゅん

潤

(1974年６月23日生)

1997年４月 株式会社インテリジェンス（現パーソル
キャリア株式会社）入社

2015年４月 テンプスタッフ株式会社（現パーソルテ
ンプスタッフ株式会社）入社

2018年６月 当社取締役就任
2021年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
2023年４月 パーソルプロセス＆テクノロジー株式会

社（現 パーソルビジネスプロセスデ
ザイン株式会社）取締役執行役員就任
（現任）

ー株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
大友潤氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、他社での企業経営者として培った経験
と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たして
いただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるためであ
ります。

２

【再任】
や ま だ

山田　
こと

琴
え

江

(1983年３月24日生)

2006年３月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所

2015年10月 Fringe81株式会社（現Unipos株式会
社）監査役就任

2019年12月 当社監査役就任
2021年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
2024年２月 クックビズ株式会社監査役就任（現任）

ー株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
山田琴江氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての会計に関する知
識及び他社での常勤監査役として培った経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定
及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強
化・充実に寄与することを期待できるためであります。

第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（重　要　な　兼　職　の　状　況）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

３

【再任】
つ ち や

土谷　
ゆう

祐
ざぶろう

三郎

(1979年２月22日生)

2001年４月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人
トーマツ）入所

2008年１月 株式会社コーポレイトディレクション入
社

2011年１月 ACA株式会社入社
2011年12月 株式会社ホットランド出向
2015年１月 当社取締役就任
2015年３月 株式会社ホットランド取締役就任
2016年10月 株式会社Retty入社
2017年10月 株式会社Retty執行役員コーポレート部

門担当就任
2018年８月 当社監査役就任
2020年12月 当社取締役就任
2021年12月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
2022年12月 株式会社Retty取締役執行役員CFO就任
2023年７月 サイバーソリューションズ株式会社執行

役員就任（現任）

1,800株

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
土谷祐三郎氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、他社での企業経営者として培った
経験と高い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果た
していただくことにより、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に寄与することを期待できるため
であります。

（注）１. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２. 大友潤氏、山田琴江氏及び土谷祐三郎氏は、社外取締役候補者であります。
３. 大友潤氏、山田琴江氏及び土谷祐三郎氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、

その在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。なお、3氏は、過去に当社の業務執行者で
ない役員であったことがあります。

４. 当社は、大友潤氏、山田琴江氏及び土谷祐三郎氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、３氏の再任が承認された
場合は、３氏との当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしてお
ります（ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害な
どの場合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となりま
す。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

６. 当社は、大友潤氏、山田琴江氏及び土谷祐三郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出ており、3氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定で
あります。

以上
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会場： 東京都港区六本木三丁目２番１号
住友不動産六本木グランドタワー　９階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room B

交通の
ご案内

■地下鉄　東京メトロ南北線六本木一丁目駅　（西改札直結）
　西改札を出て直進しますと、六本木グランドタワーのエントランスに到着しますので、正面
　左手のエレベーターで９階にお越しください。
　＊六本木一丁目駅ホームから改札階までのエレベーター、改札階から六本木グランドタワー
　９階までのエレベーターをご利用いただくのがバリアフリー推奨ルートとなります。
■地下鉄　東京メトロ日比谷線・都営大江戸線「六本木駅」５番出口より徒歩６分

※近隣の「ベルサール六本木」とは異なる建物ですので、ご注意ください。
※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い

申し上げます。

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図
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